
詳しくは、下記ＪＡにお問い合わせください。

「2026年4月1日現在」

農業資材・農機具購入、運転資金など農業に関する資金を応援します！

取扱期間：令和８年４月１日～令和９年３月３１日

アグリマイティー資金

年３.００％

変動金利型 店頭標準金利

※表示金利：令和８年４月１日現在
●店頭標準金利は原則毎月見直します。
●お借入期間中の金利は年２回見直しします。

借入金額100万円以上で

ＪＡバンク利子補給制度を
ご利用すると

３年間最大

年1.００％

利子補給のご利用が可能

JA利根沼田
沼田支店   TEL.0278-25-3338 東部支店  TEL.0278-25-4455 南部支店   TEL.0278-24-4322
新治支店  TEL.0278-64-1111 片品支店  TEL.0278-58-2321 利根東支店  TEL.0278-56-2355
みなかみ支店  TEL.0278-62-2021   金融共済部   TEL.0278-22-6638



アグリマイティー資金

ご 利 用 対 象 者
当ＪＡの組合員の方、およびＪＡが定めた農業者等の方（個人・農業法
人等）
※個人の場合、最終償還時の年齢が80歳未満の方

資 金 使 途

○農業生産、農産物の加工・流通・販売、地域の活性化・振興を支援
するための設備・運転資金

○再生可能エネルギー発電・蓄電設備の取得に必要な設備資金

○自然災害等による農業経営の一時的な悪化に対応するため、農業経
営の維持や再開を目的とした緊急性を要する資金

※他金融機関からの借入金にかかる借換えにもご利用いただけます（負
債整理・災害関連は除く）

ご 融 資 金 額

事業費の100％以内

※ただし、再生可能エネルギー発電・蓄電設備の取得にかかる資金は
1億円以内

ご 融 資 期 間

○短期資金は1年以内
○長期資金は15年以内（うち据置期間3年以内）

※ただし、対象事業に応じて最長25年以内

貸 付 方 法 手形貸付または証書貸付

ご 返 済 方 法
○短期資金は、手形貸付または証書貸付における元金均等および期日

一括返済
○長期資金は証書借入における元金均等または元利均等返済

担 保 ・ 保 証

○群馬県農業信用基金協会をご利用いただけます

（保証料率0.45％～0.65％）

○必要に応じて担保または保証人を求める場合があります

※法人の場合、法人の代表者による連帯保証が必要となる場合がありま
す

Ｊ Ａ バ ン ク
利 子 補 給

○事業実施期間：2026年4月1日～2027年3月31日

○対象者：事業実施期間内にアグリマイティー資金をお借入された方

○補給率：最大1.0％
（借入当初3年間、借入金額100万円以上が対象）
※2026年4月1日時点。ＪＡバンク群馬の単年度の予算の範囲内に限りま
す
※貸出期間中の条件変更や延滞等の事象により、発生以降、利子補給の
対象から外れる場合がございます

ご 注 意

○お申込みに際しては、当ＪＡおよび原則として群馬県農業信用基金
協会において所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっ
ては、ご希望に沿えない場合もございますのでご了承ください

○本資金のお申込み手続き、ご利用中に当初のお借り入れ条件の変更
や繰上返済を行う際には、所定の手数料が必要となる場合がありま
す

○ご返済額の試算、保証意思宣明証書の必要有無の確認および取得方
法等については、当ＪＡの融資窓口までお問い合わせください

資金のご相談はお気軽に
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